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共に介護を学びあい
励まし合いネットワーク

〒 142-0063

東京都品川区荏原 1-24-23 角田アパート 1F

Tel･Fax：03-3787-3117
編集責任者 : 藤原るか

「CLA（クラ）」はラテン語で憂い、辛さ、気遣い、共感などと云った意味で、英語のキュアーやケアの語源です。

第 26 回認知症ワーキング
日時：8 月 29 日（日）10:00 ～ 13:00

会場：セントラルブラザビル 10F
　　　「東京ボランティアセンター」
　　　　　オープンスペース
　　　 (JR「飯田橋」駅下車 徒歩 2 分 )

参加費：当日の資料代コピー代
内容
1, 事例検討「認知症高齢者と生活援助」
2, 読書会　『痴呆を生きるという事』
連絡先：藤原 (FAX:3787-3117)

奈良県桜井市桧原神社近く「コスモスと蝶」（撮影・北出千万城）

日時：9 月 11 日（土）14:30 ～ 17:00
会場：大正大学 7 号館 7F 774 教室
資料代：500 円

報告者：矢部広明 ( 老問研副会長 )

「高齢者福祉・介護保障
制度確立のために

～介護保険制度改正試案～」

〈老問研 定例学習会〉

　社会福祉研究交流集会（9・4）のオープニングセレ
モニーで 15 分ですが、介護の現状をホームヘルパー
として演劇でアピールできる良い機会です。
　ご興味のある方、是非ご連絡下さい！

ヘルパー座「練習会」

日時：8 月 29 日（日）13:30 ～ 16:00

会場：セントラルブラザビル 10F
　　　「東京ボランティアセンター」
　　　　　オープンスペース
　　　 (JR「飯田橋」駅下車 徒歩 2 分 )

内容
「せめて外に出たら・・・通院介助の一幕」
問い合わせ先：椙目 (FAX:3337-7221)

　100 歳以上に限定しただけでも行方不明者続出と
いう状況が明らかにした高齢者福祉不在の社会、多
くの低所得者が介護保険制度からも事実上、見捨て
られています。そのもとで、2012 年度からの介護
保険制度改正作業が急ピッチで進められていますが、
施設の介護・看護職員の「外付け」化、軽度者の除外、
保険料、自己負担の引き上げ、自助・互助の強化など、
いま以上の低所得者排除の方向性も検討の俎上に上
がっています。現行制度の単なる一方的な「サービス」
ではなく、社会福祉としての介護保障の在り方を国
民の側から提案していく必要があります。

日時：9 月 22 日（水）18:30 ～ 21:00
会場：東京都労働相談情報センター大崎事務所
　　　（南部労政会館）
　　　ゲートシティ大崎　ウエストタワー 2F
　　　 (JR「大崎」駅新東口より徒歩 3 分 )

講師：大矢さよ子
　　　（NPO 法人しんぐるまざあず・ふぉーらむ理事 / 社労士）

申し込み先
FAX：03-3261-3397
メール：kouryu@dream.big.or.jp

一緒に考えませんか。
現状の制度・政策の課題と、

これからどうしていったらいいのか !?

女性と貧困ネットワーク主催連続講座

　厚生年金に 20 年以上加入していても女性の年金の平均は月

額 11 万円、男性は 19 万円です。

　国民年金のみに加入している女性の約 4 割の年金は月額 4

万円未満！で、生活保護の水準にも達しません。今の年金制度

と税制度が続く限り女性の貧困は解消されません。

では、どのような制度設計であれば女性の貧困が解消できるの

でしょうか。

　講座では、みなさんと、現在の制度の課題から今後のあるべ

き方向を探ります。

女性の貧困を解消するために必要なこと
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　毎日 500 円を貯めて「世界のヘルパーさんと出会う
旅」の企画を始めて、10 回目になる今回は、2010 年
7月7日～15日の8日間の旅となりました。スケジュー
ルは表１です。総額 20 万円でした。ツアーの様子は今
号から詳しくお伝えしたいと思います（年内一杯になる
かもしれまん）。

　ツアーの目的は①ホームヘルプ発祥の地イギリスでの
ヘルパーさんとの懇談、②イギリスリーズ市で開催され
た「第 5 回国際家族ケア学会」への参加、③介護保険
発祥の地、オランダのヘルパーさんとの懇談です。
　今号では①ホームヘルプ発祥の地イギリスでのヘル
パーさんとの懇談を中心に報告させていただきます。
　②のケアラーズ連盟の「第五回国際家族ケア学会」の
様子は次号に詳しく掲載します。学会のサブタイトルは

「どんなに良いケアを実践していても地球の裏側には伝
わらないでしょ！」を胸に刻みながら、日本のヘルパー
の思いと願いが届く活動展開について考える機会と励ま
しを得た学会でした。
　ただ、国際会議はエントリー代金は高いのが難点です。
今回のメンバーは 5 万円位～わずか 1 日のエントリー
でも 3 万円かかりました。英語圏での開催で通訳の保
証はありませんでした。会場が良いことや食事やドリン
クが付いていることもありますが、個人での参加が少な
いのでしょうか ? 所属によって参加の違いはあるもの
の個人での負担は思いきった参加費だと思いますし、自
動通訳機がないこともあり、専門用語ができる英語の通
訳も必要となると、自己負担はかなりの額になりました。
　しかし、そういった負担をしてでも、会議で話し合わ
れていた内容が日本ではなかなか聞けないものです。イ
ンターネットでのアップは 7 月 15 日位から始まるとい
うことですので、英語のできる方は会議で報告された要
約を読み取ることができると思います。

　7 月 9 日（金）リーズで合流した「世界のヘルパー
さんと出会う旅」メンバー 5 名は徒歩でリーズ市役所
に向かいました。リーズ市での懇談は昨年名古屋で「こ
む」の集会で来日したミス・キャロライン（リーズ市職

世界のヘルパーさんと出会う旅世界のヘルパーさんと出会う旅
イギリス・オランダ ①イギリス・オランダ ①
2010 年 7 月 7 日 ( 水 ) ～ 15 日 ( 木 )2010 年 7 月 7 日 ( 水 ) ～ 15 日 ( 木 )

7 月 7 日 ( 水 ) 成田発　～　北京乗り継ぎ　～　ロンドン

7 月 8 日 ( 木 )
午前中はロンドン市内 

午後ヨークへ移動

7 月 9 日 ( 金 )
国際家族ケア学会参加 

現地ヘルパーさんと交流

7 月 10 日 ( 土 ) 同上

7 月 11 日 ( 日 )
ハル　～　アムステルダム 

船便移動

7 月 12 日 ( 月 )
オランダ市内見学と 

ヘルパーさんとの交流

7 月 13 日 ( 火 ) 同上

7 月 14 日 ( 木 )
フーク・ファン・ホラント船便 ロンドンへ

20:25　北京乗り継ぎ

7 月 15 日 ( 木 ) 21:00　成田着

表 1

〈緊急アピール〉
「生活援助」は一人ひとり違う暮らしを支える

大切な福祉の専門的援助です !!
　猛暑の中、奮闘するヘルパーのみなさんへ、お疲れ様です！
　さて、このくそ暑いときを狙ってか？背筋が凍る程の驚くべき事態が、国会の社会保障審議会介護保険部会で
検討が予定されています。それは「現在の滞在型中心の訪問介護では要介護者の在宅生活を支えることは困難で
ある」との理由から 20 分未満の短時間訪問を中心とする検討や「生活援助」については、地域支援事業を活用
して、自治体における地域の実情に応じた柔軟な取り組みを推進するという報告（いずれも三菱 UFJ リサーチ
＆コンサルティング株）が出しており、介護保険から生活援助や軽度者 ( 予防・要介護 1) を外し介護保険を第
2 医療保険化しようという意図での検討が進められようとしています。
　社会保障審議会介護保険部会検討スケジュールは下記の通りです。
　○ 第 29 回（8・23）　給付のあり方（在宅・地域密着）
　（1）	 在宅サービスのあり方
　（2）	 要支援者などに対する生活援助等のサービスのあり方
　（3）	 地域支援事業のあり方
　（4）	 家族介護者への支援のあり方
　○ 第 30 回（8・30）　給付のあり方（在宅・地域密着）
　（5）	 認知症者への支援のあり方
　（6）	 要介護認定について　（区分支給限度基準額を含む）
　（7）	 ケアマネジャーのあり方
　そこで……みなさんにお願いがあります。
　大至急！こういった事態を知らせて頂くと同時に、社会保障審議会委員に対して要望・意見書を上げるよう、
働きかけて下さい。ヘルパーの生活援助とその効果、特に「介護は生活」「精神障害と生活援助」「認知症と生活
援助」等、軽度の方への生活援助に視点を置いて発信してゆきましょう。ヘルパーの力を合わせて「生活援助」・
ホームヘルプを守り、発展させてゆきましょう !

共に介護を学びあい・励ましあいネットワーク

第 5 回国際家族ケア学会の参加者第 5 回国際家族ケア学会の参加者

＊資料として社会保障審議会（8 月 23 日）で配布が決定しました！ご尽力頂いたのは木間昭子さん社会保障審議

会介護保険部会委員（高齢社会を良くする女性の会）・市民福祉情オフィス・ハスカップ小竹雅子さんです。紙面

をお借りして深く感謝いたします。

「共に介護を学びあい・励ましあいネットワーク」（代表 藤原るか さん）が 8 月 5 日～ 15 日に集めた事例（全て軽度と分

類されている要支援か要介護１）の抜粋です。介護保険上、生活援助と身体介護に分けられていますが、どちらも生活の中

では一体的に取り組んでいるヘルパーさんの援助がわかります。

（７事例は要約紹介です。紙面の都合上省略しました。事例をご希望の方はメール又はファックスで事務局にご連絡下さい。）

☆  「現在の滞在型中心の訪問介護では要介護者の在宅生活を支えることは困難である」との理由から 20 分未満の短時間訪問を中

心の援助では、それこそ「生活を守る」事が出来ません。高齢者の方々は生活のペースが違うのです。要介護高齢者は「生活援助」

が命綱です。

☆ 要支援の場合は「予防の概念」から、共に行う家事が求められていますが、認知症中度という診断が出ているにも関わらず「予防」

の概念に置かれている認知症事例が多く出てきました。全ての事例に必要な援助は「精神的なサポート」、ゆったりしたコミュニケー

ションや対応ですが現状では 30 分から１時間の対応となっています。

☆ 地域支援事業を支える NPO や有償ボランティアは実態もない地域もあり、実際に活動できる、具体的な人数把握もなく、自治

体における地域の実情に応じた柔軟な取り組みがあるだけです。
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員）にコーディネイトしていただきました。通訳は日本
から参加された、秋田大学職員の渡辺まどかさんです。

　自己紹介の後に事前にメールで送信していた質問事項
に元づいてのQ&A形式で進行されました。別紙回答(P4
～ P5) はいただいていたものの、労働環境については
参加した 3 人のヘルパーさんからの話を聴いて、改め
て一同驚きました。
　まず、1 チームは 2 人となっています。2 人は同時に
在宅に訪問して仕事をおこなうとのことです。訪問時間
は 10 分から 1 時間 30 分以上になる場合もあるとのこ
とでしたが、事務所との連絡は携帯電話で取りながら仕
事を進めているとのことでした。日本のように無理なプ
ランが組まれて、訪問するヘルパーと当事者にしわ寄せ

があるようなことがないように配慮されています。
　懇談に参加した方は 10 年以上の経験豊富なヘルパー
さんたちでた。
　最低基準賃金や労働基準法は守られており、出来高払
いの日本のヘルパーの現状に驚きを隠せない様子でし
た。2 年前にストライキを 2 日おこなった、組合のヘ
ルパーさん達の参加はありませんでしたが、ストライキ
を実施しても訪問先にしわ寄せが行かない勤務体制であ
ることが良く理解できました。
　ただし、財政状況が厳しくなった影響でヘルパーの雇
用が止まっているとの説明もありました。リーズ市人口
71 万 5 千人のうち 2300 名の要介護高齢者への派遣の
様子を伺ってきました。

　黄色のユニホームは英国のホームヘルパーの統一カ
ラーとの説明。黄色は人を安心させる色との説明があり、
やはり労働条件と仕事の内容について記載された分厚い
黒い手帳とバッチを自慢げに見せてくれました。

　イギリスでの懇談はあっという間で、せっかく参加し
ていただいた 3 人のヘルパーさん達に、訪問中のケア
の様子に関わること等の質問等が十分にできずに終了し
てしまったことが残念でした。現場の方との直接の懇談
は貴重なものなのですが、今回も時間切れで課題が残り
ました。直接、話せる位の語学力は欲しいものだと痛感
する瞬間でもありました。

( 編集部 )

「ハウス・ギバーと呼ばれる
イギリスのヘルパーさんとの出会い」

2 人１チーム、徒歩でも自転車でも車でも
保障された労働環境

黄色のユニホームと手帳・バッチは誇り

左 3 人ヘルパーさん、右 2 人マネージャーさ左 3 人ヘルパーさん、右 2 人マネージャーさ

イギリス・リーズ市での懇談会参加者イギリス・リーズ市での懇談会参加者

バッジバッジ
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